
 

 

阿南市建設工事共同企業体取扱要綱  

平成 14 年８月 16 日  

阿 南 市 要 綱 第 19 号 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、阿南市が発注する建設工事（建設業法（  

昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に定める建設工事  

をいう。以下「工事」という。）に係る特定建設工事共同企  

業体及び経常建設工事共同企業体の取扱いに関し、必要な事  

項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、特定建設工事共同企業体とは、大  

規模かつ技術的難易度の高い工事の安定的な施工を確保する  

ために工事ごとに結成される共同企業体をいう。  

２  この要綱において、経常建設工事共同企業体とは、中小建  

設業の振興を図るため、優良な中小建設業者が継続的な協業  

関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化す  

ることを目的として結成される共同企業体をいう。  

（特定建設工事共同企業体の対象工事）  

第３条  特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、工事費が  

おおむね２億円以上の工事で、かつ、工事の規模、性格等に  

より特定建設工事共同企業体による施工が適切であると認め  

られる工事とする。  

（特定建設工事共同企業体の結成方式）  

第４条  特定建設工事共同企業体は、あらかじめ市長が示した  

要件を満たした有資格者が任意に結成するものとする。  

（特定建設工事共同企業体の構成員の数）  

第５条  特定建設工事共同企業体の構成員の数は、２又は３と  

する。  

（特定建設工事共同企業体の構成員の組合せ）  



 

 

第６条  特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、工事種  

別、工事の規模及び難易度等を総合的に判断し、設定するも  

のとする。  

 （特定建設工事共同企業体の構成員の技術的要件等）  

第７条  特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号の要件  

を満たすものとする。  

 ⑴  代表構成員にあっては、当該工事を構成する一部の工種  

 を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ、  

 当該工事と同種の工事の施工実績を有するものであること。  

⑵  すべての構成員にあっては、発注工事に対応する建設業

法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が３年以上

あること。  

⑶  すべての構成員にあっては、発注工事に対応する建設業

法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任

技術者を工事現場に専任で配置することができること。  

（特定建設工事共同企業体の構成員の出資比率）  

第８条  特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率の最小

限度は、構成員の数により、次の各号に掲げる比率とする。  

⑴  ２者の場合は３０パーセント以上  

⑵  ３者の場合は２０パーセント以上  

（特定建設工事共同企業体の代表者の要件）  

第９条  特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員のうち最

大の施工能力を有するものとする。また、代表者の出資比率

は、構成員中最大であることとする。  

（特定建設工事共同企業体の協定書）  

第１０条  特定建設工事共同企業体の協定書は、特定建設工事  

共同企業体協定書によるものとする。ただし、特に必要があ  

ると認められる場合は、協定書の一部を変更して使用するこ  

とができるものとする。  



 

 

（経常建設工事共同企業体の対象工事）  

第１１条  経常建設工事共同企業体の施工対象工事は、原則と  

して、当該経常建設工事共同企業体が格付された等級に対応  

する発注金額（阿南市建設工事請負業者選定要綱（平成２年  

阿南市告示第２９号）第４条に定める等級別発注金額をいう  

。）の規模の工事をいう。  

（経常建設工事共同企業体の構成員の数）  

第１２条  経常建設工事共同企業体の構成員の数は、２又は３  

とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同  

施工に支障がないと認められるときは、５までとすることが  

できる。  

（経常建設工事共同企業体の構成員の組合せ）  

第１３条  経常建設工事共同企業体の構成員の組合せは、次の  

各号の要件を満たすものとする。  

⑴  市内に本店を有する建設業者で、建設工事の請負契約に  

係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（平  

成１３年阿南市要綱第１号）第５条の規定により資格審査  

を受け、格付された者  

⑵  同一の等級又は直近の等級に格付された者の組合せであ  

り、かつ、経常建設工事共同企業体の等級が当該共同企業  

体の最上級の構成員の等級以上の組合せであること。なお  

、この組合せの要件に適合している者の組合せが、以後に  

おいて当該組合せの要件に適合しなくなった場合は、継続  

的な協業関係を維持しているときに限り、当該組合せの要  

件に適合しているものとみなすものとする。  

（経常建設工事共同企業体の構成員の技術的要件）  

第１４条  経常建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の  

各号の要件を満たすものとする。  



 

 

⑴  資格審査を申請する建設工事について、公共工事の元請

としての施工実績を有すること。  

⑵  発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を

有しての営業年数が３年以上あること。  

⑶  工事一件の請負金額が、建設業法施行令（昭和３１年政

令第２７３号）第２７条第１項に定める金額にあっては、

発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者

又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置

することができること。  

（経常建設工事共同企業体の構成員の出資比率）  

第１５条  経常建設工事共同企業体の各構成員の出資比率の最  

小限度は、構成員の数により、次の各号に掲げる比率とする。  

⑴  ２者の場合は３０パーセント以上  

⑵  ３者の場合は２０パーセント以上  

⑶  ４者の場合は１５パーセント以上  

⑷  ５者の場合は１０パーセント以上  

（経常建設工事共同企業体の代表者）  

第１６条  経常建設工事共同企業体の代表者は、構成員におい

て決定された者とする。  

 （経常建設工事共同企業体の協定書）  

第１７条  経常建設工事共同企業体の協定書は、経常建設工事

共同企業体協定書によるものとする。ただし、特に必要があ

ると認められる場合は、協定書の一部を変更して使用するこ

とができるものとする。  

（経常建設工事共同企業体の登録）  

第１８条  １の者が２以上の経常建設工事共同企業体の構成員

になることはできないものとする。  

 （資格審査の申請等）  



 

 

第１９条  特定建設工事共同企業体及び経常建設工事共同企業

体は、それぞれ次の各号に掲げる書類により資格審査を申請

しなければならない。  

 ⑴  特定建設工事共同企業体  

  ア  特定建設工事共同企業体一般競争入札（指名競争入札

）参加資格審査申請書（様式第１号）  

  イ  特定建設工事共同企業体協定書  

  ウ  委任状（様式第２号）  

  エ  使用印鑑届（様式第３号）  

  オ  構成員一覧表（様式第４号）  

  カ  その他指定された書類  

 ⑵  経常建設工事共同企業体  

  ア  特定建設工事共同企業体一般競争入札（指名競争入札

）参加資格審査申請書（様式第５号）  

  イ  経常建設工事共同企業体協定書  

  ウ  委任状（様式第２号）  

  エ  使用印鑑届（様式第３号）  

  オ  構成員一覧表（様式第４号）  

  カ  共同企業体編成表（様式第６号）  

  キ  その他指定された書類  

２  前項の規定による申請書の提出期間は、経常建設工事共同

企業体にあっては、毎年３月１日から３月末日までとする。  

 （資格審査及び格付の決定）  

第２０条  市長は、前条の規定により申請があったときは、構

成員全員について適格性を審査し、建設工事の請負契約に係

る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第５条の

規定により格付を決定するものとする。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、格付を行わないものとする。  



 

 

２  前項に規定する格付は、経常建設工事共同企業体にあって

は毎年７月１日に行うものとする。  

 （資格の有効期間）  

第２１条  経常建設工事共同企業体の資格の有効期間は、第１

９条の規定による申請書が提出された場合にあっては、５月

１日から翌年の４月末日とする。  

 （格付の有効期間）  

第２２条  第２０条第１項の規定による格付の有効期間は、経

常建設工事共同企業体については、同条第２項に定める日か

ら１年間とする。ただし、前条の規定により格付を得ている

共同企業体から、第１９条の規定による申請書の提出がされ

ない場合は、その共同企業体の資格は、同年４月末日をもっ

て失効する。  

 （入札）  

第２３条  入札は、構成員全員が記名押印した入札書により行

うこととする。ただし、一構成員に他の構成員全員が入札の

権限を委任した場合は、当該代理人名で行うことができるも

のとする。  

  （契約）  

第２４条  契約書には、特定建設工事共同企業体にあっては、

特定建設工事共同企業体協定書を、経常建設工事共同企業体

にあっては、経常建設工事共同企業体協定書及び経常建設工

事共同企業体協定書第８条に基づく協定書を添付し、構成員

全員の記名押印をするものとする。  

 （工事完成保証人）  

第２５条  共同企業体が請負う工事にあっては、工事完成保証

人は必要がないものとする。ただし、特に市長が必要と認め

る場合はこの限りではない。  

 （特定建設工事共同企業体の存続期間）  



 

 

第２６条  特定建設工事共同企業体の存続期間は、特別な理由

のある場合を除いて、第１９条第１項の規定により資格審査

を申請した日から、当該工事を請負った特定建設工事共同企

業体にあっては、当該工事が完了し、特定建設工事共同企業

体の清算が行われるまでとし、その他の特定建設工事共同企

業体にあっては、当該工事に係る請負契約が締結されるまで

とする。  

 （共同企業体編成表）  

第２７条  当該工事を請負った特定建設工事共同企業体は、請

負契約締結後、速やかに特定建設工事共同企業体の運営委員

会の委員、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同

企業体編成表を提出しなければならない。  

 （変更の届出）  

第２８条  特定建設工事共同企業体及び経常建設工事共同企業

体は、第１９条に定める書類の記載事項に変更があったとき

は、速やかに変更の届出をしなければならない。なお、特定

建設工事共同企業体にあっては、前条に定める共同企業体編

成表の記載事項に変更があったときも同様とする。  

（その他）  

第２９条  この要綱に定めるものの他、必要な事項については

別に定める。  

附  則  

 この要綱は、平成１４年８月１９日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  


